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「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」の一部改正案新旧対照表 

 

※ 下線部が改正箇所。 

改正後(令和九年四月一日適用) 改正後(令和八年十月一日適用) 改正後（令和八年六月十四日適

用） 
現行 

第一 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一 趣旨 

この指針は、労働施策の総

合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律（昭和四十一

年法律第百三十二号。以下

「法」という。）第七条に定め

る事項に関し、事業主が適切

に対処することができるよ

う、事業主が講ずべき必要な

措置について定めたものであ

る。 

 

第二 外国人労働者の雇用管理

の改善等に関して必要な措

置を講ずるに当たっての基

本的考え方 

法第七条に規定されている

とおり、事業主はその雇用す

る外国人がその有する能力を

有効に発揮できるよう、職業

に適応することを容易にする

ための措置の実施その他の雇

用管理の改善に努める責務及

びその雇用する外国人が解雇

第一 趣旨 

この指針は、労働施策の総

合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律（昭和四十一

年法律第百三十二号）第七条

に定める事項に関し、事業主

が適切に対処することができ

るよう、事業主が講ずべき必

要な措置について定めたもの

である。 

 

 

第二 外国人労働者の雇用管理

の改善等に関して必要な措

置を講ずるに当たっての基

本的考え方 

外国人が我が国で安心して

就労し、企業や地域社会の一

員として活躍するためには、

事業主による関係法令の遵守

や適切な待遇の確保、日本人

との相互理解等を通じた魅力

ある職場環境の整備、職業生

活上、日常生活上又は社会生
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（自己の責めに帰すべき理由

によるものを除く。）等の理由

により離職する場合におい

て、当該外国人が再就職を希

望するときは、求人の開拓そ

の他当該外国人の再就職の援

助に関し必要な措置を講ずる

ように努める責務を有する。 

また、日本人と外国人が互

いに尊重し、安全・安心に暮

らせる秩序ある共生社会を実

現するに当たって、職場環境

においても、日本人労働者が、

共生社会の実現について理解

し協力するとともに、外国人

労働者が、共生の理念を理解

し、日本の風土・文化や日本

語を理解することや、日本の

法律や制度等を理解し、責任

ある行動をとることができる

よう、事業主が適切な雇用管

理及び雇用管理の改善等を行

うことは重要である。 

その上で、労働者の国籍に

かかわらず、法、職業安定法

（昭和二十二年法律第百四十

一号）、労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律（昭和

六十年法律第八十八号。以下

活上の適切な支援等が重要と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、労働者の国籍にかかわ

らず、労働施策の総合的な推

進並びに労働者の雇用の安定

及び職業生活の充実等に関す

る法律、職業安定法（昭和二

十二年法律第百四十一号）、労

働者派遣事業の適正な運営の
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「労働者派遣法」という。）、

雇用保険法（昭和四十九年法

律第百十六号）、労働基準法

（昭和二十二年法律第四十九

号）、最低賃金法（昭和三十四

年法律第百三十七号）、労働安

全衛生法（昭和四十七年法律

第五十七号）、労働者災害補償

保険法（昭和二十二年法律第

五十号）、労働契約法（平成十

九年法律第百二十八号）、労働

組合法（昭和二十四年法律第

百七十四号）、短時間労働者及

び有期雇用労働者の雇用管理

の改善等に関する法律（平成

五年法律第七十六号。以下「短

時間・有期雇用労働法」とい

う。）、雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律（昭和四十

七年法律第百十三号。以下「男

女雇用機会均等法」という。）、

健康保険法（大正十一年法律

第七十号）、厚生年金保険法

（昭和二十九年法律第百十五

号）等の労働関係法令及び社

会保険関係法令は適用される

ものであり、事業主は、外国

人労働者についても、これら

を遵守するとともに、在留資

確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律（昭和六十年法

律第八十八号。以下「労働者

派遣法」という。）、雇用保険

法（昭和四十九年法律第百十

六号）、労働基準法（昭和二十

二年法律第四十九号）、最低賃

金法（昭和三十四年法律第百

三十七号）、労働安全衛生法

（昭和四十七年法律第五十七

号）、労働者災害補償保険法

（昭和二十二年法律第五十

号）、労働契約法（平成十九年

法律第百二十八号）、労働組合

法（昭和二十四年法律第百七

十四号）、短時間労働者及び有

期雇用労働者の雇用管理の改

善等に関する法律（平成五年

法律第七十六号。以下「短時

間・有期雇用労働法」とい

う。）、雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律（昭和四十

七年法律第百十三号。以下「男

女雇用機会均等法」という。）、

健康保険法（大正十一年法律

第七十号）、厚生年金保険法

（昭和二十九年法律第百十五

号）等の労働関係法令及び社

会保険関係法令は適用される
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第三 外国人労働者の定義 

この指針において「外国人」

とは、日本国籍を有しない者

をいい、特別永住者並びに在

留資格が「外交」及び「公用」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三 （略） 

 

 

 

 

格（出入国管理及び難民認定

法（昭和二十六年政令第三百

十九号）第二条の二に規定す

る在留資格をいう。以下同

じ。）に基づく活動が認められ

ているところ、同法に違反す

る不法就労は決してあっては

ならず、不法就労をさせた場

合には同法第七十三条の二に

規定する罰則が適用され得る

という認識のもと、その在留

資格の範囲内で、適正な労働

条件及び安全衛生の確保や、

雇用保険、労働者災害補償保

険、健康保険及び厚生年金保

険（以下「労働・社会保険」

という。）の適用、人事管理の

運用の透明性及び公正性の確

保や生活支援等を通じ、その

有する能力を有効に発揮しつ

つ就労できる環境が確保され

るよう、この指針で定める事

項について、適切な措置を講

ずるべきである。 

 

第三 （略） 

 

 

 

 

ものであり、事業主は、外国

人労働者についても、これら

を遵守するとともに、 

 

 

 

 

 

 

 

その在留資格の範囲内で、適

正な労働条件及び安全衛生の

確保や、雇用保険、労働者災

害補償保険、健康保険及び厚

生年金保険（以下「労働・社

会保険」という。）の適用、人

事管理の運用の透明性及び公

正性の確保や生活支援等を通

じ、その有する能力を有効に

発揮しつつ就労できる環境が

確保されるよう、この指針で

定める事項について、適切な

措置を講ずるべきである。 

 

 

第三 外国人労働者の定義 

この指針において「外国人」

とは、日本国籍を有しない者

をいい、特別永住者並びに在

留資格が「外交」及び「公用」
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の者を除くものとする。また、

「外国人労働者」とは、外国

人の労働者をいうものとす

る。 

    （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四 外国人労働者の雇用管理

の改善等に関して事業主が

講ずべき必要な措置 

一～四 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四 外国人労働者の雇用管理

の改善等に関して事業主が

講ずべき必要な措置 

一 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四 外国人労働者の雇用管理

の改善等に関して事業主が

講ずべき必要な措置 

一 外国人労働者の募集及び

採用の適正化 

１ 募集 

イ （略） 

ロ 職業紹介事業者等の利 

 用 

事業主は、外国人労働

者のあっせんを受ける場

合には、職業安定法等の

定めるところにより、無

料の職業紹介事業を行う

地方公共団体又は職業紹

介事業の許可を受けてい

る者若しくは届出を行っ

の者を除くものとする。また、

「外国人労働者」とは、外国

人の労働者をいうものとす

る。 

なお、「外国人労働者」には、

外国人の技能実習の適正な実

施及び技能実習生の保護に関

する法律（平成二十八年法律

第八十九号）第二条第一項に

規定する技能実習生（以下「技

能実習生」という。）も含まれ

るものである。 

 

第四 外国人労働者の雇用管理

の改善等に関して事業主が

講ずべき必要な措置 

一 外国人労働者の募集及び

採用の適正化 

１ 募集 

イ （略） 

ロ 職業紹介事業者等の利 

 用 

事業主は、外国人労働

者のあっせんを受ける場

合には、職業安定法等の

定めるところにより、無

料の職業紹介事業を行う

地方公共団体又は職業紹

介事業の許可を受けてい

る者若しくは届出を行っ
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ている者（以下このロに

おいて「職業紹介事業者

等」という。）から受け、

外国人労働者と違約金若

しくは保証金の徴収等に

係る契約を結ぶ等同法に

違反する者又は労働者派

遣法に違反する者からは

受けないこと。また、国

外に居住する外国人労働

者のあっせんを受ける場

合には、外国人労働者と

違約金又は保証金の徴収

等に係る契約を結ぶ者を

取次機関として利用する

職業紹介事業者等からあ

っせんを受けないこと。

特に、出入国管理及び難

民認定法別表第一の二の

表の特定技能（以下「特

定技能」という。）の在留

資格を取得しようとする

者のあっせんを受ける事

業主においては、同法第

十九条の十八第一項に規

定する特定技能所属機関

（以下「特定技能所属機

関」という。）の基準とし

て、当該職業紹介事業者

等からあっせんを受けて

ている者（以下このロに

おいて「職業紹介事業者

等」という。）から受け、

外国人労働者と違約金若

しくは保証金の徴収等に

係る契約を結ぶ等同法に

違反する者又は労働者派

遣法に違反する者からは

受けないこと。また、国

外に居住する外国人労働

者のあっせんを受ける場

合には、外国人労働者と

違約金又は保証金の徴収

等に係る契約を結ぶ者を

取次機関として利用する

職業紹介事業者等からあ

っせんを受けないこと。

特に、出入国管理及び難

民認定法（昭和二十六年

政令第三百十九号）別表

第一の二の表の特定技能

（以下「特定技能」とい

う。）の在留資格を取得し

ようとする者のあっせん

を受ける事業主において

は、同法第十九条の十八

第一項に規定する特定技

能所属機関（以下「特定

技能所属機関」という。）

の基準として、当該職業



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はならないこととされて

いることに留意するこ

と。 

 

また、事業主は、求人

の申込みに当たり、職業

紹介事業者等に対し、明

示事項について、その内

容を明らかにした書面の

交付又は当該職業紹介事

業者等が希望する場合に

おけるファクシミリを利

用してする送信若しくは

電子メール等の送信の方

法（当該職業紹介事業者

等が当該電子メール等の

記録を出力することによ

り書面を作成することが

できるものに限る。）によ

り明示すること。 

なお、職業紹介事業者

等が職業紹介を行うに当

たり、国籍を理由とした

差別的取扱いをすること

は、職業安定法上禁止さ

れているところである

が、事業主においても、

職業紹介事業者等に対し

求人の申込みを行うに当

たり、国籍による条件を

紹介事業者等からあっせ

んを受けてはならないこ

ととされていることに留

意すること。 

また、事業主は、求人

の申込みに当たり、職業

紹介事業者等に対し、明

示事項について、その内

容を明らかにした書面の

交付又は当該職業紹介事

業者等が希望する場合に

おけるファクシミリを利

用してする送信若しくは

電子メール等の送信の方

法（当該職業紹介事業者

等が当該電子メール等の

記録を出力することによ

り書面を作成することが

できるものに限る。）によ

り明示すること。 

なお、職業紹介事業者

等が職業紹介を行うに当

たり、国籍を理由とした

差別的取扱いをすること

は、職業安定法上禁止さ

れているところである

が、事業主においても、

職業紹介事業者等に対し

求人の申込みを行うに当

たり、国籍による条件を
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二 適正な労働条件の確保 

１～８ （略） 

９ 雇用形態又は就業形態に

関わらない公正な待遇の確

保 

イ～ハ （略） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付すなど差別的取扱いを

しないよう十分留意する

こと。 

ハ （略） 

２ （略）  

二 適正な労働条件の確保 

１～８ （略） 

９ 雇用形態又は就業形態に

関わらない公正な待遇の確

保 

イ 不合理な待遇の禁止 

事業主は、短時間・有

期雇用労働法及び労働者

派遣法の定めるところに

より、短時間・有期雇用

労働者又は派遣労働者で

ある外国人労働者の基本

給、賞与その他の待遇の

それぞれについて、当該

待遇に対応する通常の労

働者（派遣労働者である

外国人労働者にあって

は、派遣先に雇用される

通常の労働者。以下この

イ及びロにおいて同じ。）

の待遇との間において、

当該短時間・有期雇用労

働者又は派遣労働者及び

通常の労働者の業務の内

容及び当該業務に伴う責

付すなど差別的取扱いを

しないよう十分留意する

こと。 

ハ （略） 

２ （略） 

二 適正な労働条件の確保 

１～８ （略） 

９ 雇用形態又は就業形態に

関わらない公正な待遇の確

保 

イ 不合理な待遇の禁止 

事業主は、短時間・有

期雇用労働法及び労働者

派遣法の定めるところに

より、短時間・有期雇用

労働者又は派遣労働者で

ある外国人労働者の基本

給、賞与その他の待遇の

それぞれについて、当該

待遇に対応する通常の労

働者（派遣労働者である

外国人労働者にあって

は、派遣先に雇用される

通常の労働者。以下この

イ及びロにおいて同じ。）

の待遇との間において、

当該短時間・有期雇用労

働者又は派遣労働者及び

通常の労働者の業務の内

容及び当該業務に伴う責
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任の程度（以下「職務の

内容」という。）、当該職

務の内容及び配置の変更

の範囲その他の事情のう

ち、当該待遇の性質及び

当該待遇を行う目的に照

らして適切と認められる

ものを考慮して、不合理

と認められる相違を設け

てはならないこと。 

なお、当該外国人労働

者については、労働者派

遣法第四十七条の十二及

び短時間・有期雇用労働

法第十五条第一項の規定

に基づく短時間・有期雇

用労働者及び派遣労働者

に対する不合理な待遇の

禁止等に関する指針（平

成三十年厚生労働省告示

第四百三十号）の適用を

受けることに留意するこ

と。 

ロ 差別的取扱いの禁止 

事業主は、短時間・有

期雇用労働法及び労働者

派遣法の定めるところに

より、職務の内容が通常

の労働者と同一の短時

間・有期雇用労働者又は

任の程度（以下「職務の

内容」という。）、当該職

務の内容及び配置の変更

の範囲その他の事情のう

ち、当該待遇の性質及び

当該待遇を行う目的に照

らして適切と認められる

ものを考慮して、不合理

と認められる相違を設け

てはならないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 差別的取扱いの禁止 

事業主は、短時間・有

期雇用労働法及び労働者

派遣法の定めるところに

より、職務の内容が通常

の労働者と同一の短時

間・有期雇用労働者又は
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派遣労働者である外国人

労働者であって、当該事

業所における慣行その他

の事情（派遣労働者であ

る外国人労働者にあって

は、当該労働者派遣契約

及び当該派遣先における

慣行その他の事情）から

みて、当該事業主との雇

用関係が終了するまでの

全期間（派遣労働者であ

る外国人労働者にあって

は、当該派遣先における

派遣就業が終了するまで

の全期間）において、そ

の職務の内容及び配置が

当該通常の労働者の職務

の内容及び配置の変更の

範囲と同一の範囲で変更

されることが見込まれる

ものについては、短時間・

有期雇用労働者又は派遣

労働者であることを理由

として、基本給、賞与そ

の他の待遇のそれぞれに

ついて、差別的取扱いを

してはならないこと。 

なお、当該外国人労働

者については、労働者派

遣法第四十七条の十二及

派遣労働者である外国人

労働者であって、当該事

業所における慣行その他

の事情（派遣労働者であ

る外国人労働者にあって

は、当該労働者派遣契約

及び当該派遣先における

慣行その他の事情）から

みて、当該事業主との雇

用関係が終了するまでの

全期間（派遣労働者であ

る外国人労働者にあって

は、当該派遣先における

派遣就業が終了するまで

の全期間）において、そ

の職務の内容及び配置が

当該通常の労働者の職務

の内容及び配置の変更の

範囲と同一の範囲で変更

されることが見込まれる

ものについては、短時間・

有期雇用労働者又は派遣

労働者であることを理由

として、基本給、賞与そ

の他の待遇のそれぞれに

ついて、差別的取扱いを

してはならないこと。 
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ニ 待遇に関する説明 

事業主は、短時間・有

期雇用労働者又は派遣労

働者である外国人労働者

から求めがあったとき

は、通常の労働者（派遣

労働者である外国人労働

者にあっては、労働者派

遣法第二十六条第八項に

規定する比較対象労働

者）との間の待遇の相違

の内容及び理由等につい

て説明すること。その際、

母国語等を用いる等、当

該外国人労働者が理解で

きる方法により説明する

よう努めること。なお、

短時間・有期雇用労働者

又は派遣労働者として外

国人労働者を雇い入れた

事業主は、当該外国人労

び短時間・有期雇用労働

法第十五条第一項の規定

に基づく短時間・有期雇

用労働者及び派遣労働者

に対する不合理な待遇の

禁止等に関する指針の適

用を受けることに留意す

ること。 

ハ、ニ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ （略） 

ニ 待遇に関する説明 

事業主は、短時間・有

期雇用労働者又は派遣労

働者である外国人労働者

から求めがあったとき

は、通常の労働者（派遣

労働者である外国人労働

者にあっては、労働者派

遣法第二十六条第八項に

規定する比較対象労働

者）との間の待遇の相違

の内容及び理由等につい

て説明すること。その際、

母国語等を用いる等、当

該外国人労働者が理解で

きる方法により説明する

よう努めること。 
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五 適切な人事管理、教育訓

練、福利厚生等 

１～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働者に対して、当該説明

を求めることができる旨

を文書の交付等により明

示しなければならないこ

と。 

 三～七 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、四 （略）  

五 適切な人事管理、教育訓

練、福利厚生等 

１ （略） 

２  生活支援 

事業主は、外国人労働者

の日本社会への対応の円滑

化を図るため、外国人労働

者に対して日本語教育及び

日本の生活習慣、文化、風

習、雇用慣行等について理

解を深めるための支援を行

うとともに、外国人労働者

が地域社会における行事や

活動に参加する機会を設け

るように努めること。また、

事業主は、日本語教育の推

進に関する法律（令和元年

法律第四十八号）の基本理

念にのっとり、国又は地方

公共団体が実施する日本語

教育の推進に関する施策に

協力するとともに、その雇

用する外国人労働者及びそ

の家族に対する日本語学習

 

 

 

 

 

三、四 （略）  

五 適切な人事管理、教育訓

練、福利厚生等 

１ （略） 

２ 生活支援 

事業主は、外国人労働者

の日本社会への対応の円滑

化を図るため、外国人労働

者に対して日本語教育及び

日本の生活習慣、文化、風

習、雇用慣行等について理

解を深めるための支援を行

うとともに、外国人労働者

が地域社会における行事や

活動に参加する機会を設け

るように努めること。また、 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続く） 
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６ 帰国及び在留資格の変 

更等の援助 

イ 事業主は、その雇用す

る外国人労働者の在留期

間が満了 し、在留資格の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の機会の提供その他の日本

語学習に関する支援に努め

ること。加えて、事業主は、

居住地周辺の行政機関、医

療機関、金融機関等に関す

る各種情報の提供や同行

等、外国人労働者が、居住

地域において安心して日常

生活又は社会生活を営むた

めに必要な支援を行うよう

努めること。 

３ （略） 

４ 教育訓練の実施等 

事業主は、外国人労働者

が、在留資格の範囲内でそ

の能力を有効に発揮しつつ

就労することが可能となる

よう、日本語能力に配慮し

た教育訓練の実施その他必

要な措置を講ずるように努

めるとともに、母国語での

導入研修の実施等働きやす

い職場環境の整備に努める

こと。 

５～７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

事業主は、居住地周辺の行

政機関、医療機関、金融機

関等に関する各種情報の提

供や同行等、外国人労働者

が、居住地域において安心

して日常生活又は社会生活

を営むために必要な支援を

行うよう努めること。 

 

３ （略） 

４ 教育訓練の実施等 

事業主は、外国人労働者

が、在留資格の範囲内でそ

の能力を有効に発揮しつつ

就労することが可能となる

よう、教育訓練の実施その

他必要な措置を講ずるよう

に努めるとともに、母国語

での導入研修の実施等働き

やすい職場環境の整備に努

めること。 

 

５ （略） 

６ 帰国及び在留資格の変更

等の援助 

イ 事業主は、その雇用す

る外国人労働者の在留期

間が満了 し、在留資格の
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更新がなされない場合に

は、当該外国人労働者の

雇用関係を終了し、帰国

のための諸手続の相談そ

の他必要な援助を行うよ

う努めること。 

また、その雇用する外

国人労働者が帰国する

際、病気等やむを得ない

理由により帰国に要する

旅費を支弁できない場合

には、当該旅費を負担す

るよう努めること。特に、

特定技能の在留資格をも

って在留する者について

は、出入国管理及び難民

認定法第二条の五第一項

に規定する特定技能雇用

契約（以下「特定技能雇

用契約」という。）の基準

として、当該外国人労働

者が特定技能雇用契約の

終了後の帰国に要する旅

費を負担することができ

ないときは、当該旅費を

負担するとともに、契約

終了後の出国が円滑にな

されるよう必要な措置を

講ずることとされている

ことに留意すること。ま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新がなされない場合に

は、当該外国人労働者の

雇用関係を終了し、帰国

のための諸手続の相談そ

の他必要な援助を行うよ

う努めること。 

また、その雇用する外

国人労働者が帰国する

際、病気等やむを得ない

理由により帰国に要する

旅費を支弁できない場合

には、当該旅費を負担す

るよう努めること。特に、

特定技能の在留資格をも

って在留する者について

は、出入国管理及び難民

認定法第二条の五第一項

に規定する特定技能雇用

契約（以下「特定技能雇

用契約」という。）の基準

として、当該外国人労働

者が特定技能雇用契約の

終了後の帰国に要する旅

費を負担することができ

ないときは、当該旅費を

負担するとともに、契約

終了後の出国が円滑にな

されるよう必要な措置を

講ずることとされている

ことに留意すること。ま
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た、外国人の育成就労の

適正な実施及び育成就労

外国人の保護に関する法

律（平成二十八年法律第

八十九号。以下「育成就

労法」という。）第二条第

四号に規定する育成就労

外国人（以下「育成就労

外国人」という。）につい

ては、帰国事由が自己都

合による場合も含め、育

成就労法第二条第十一号

に規定する監理支援機関

（育成就労法第二条第二

号に規定する単独型育成

就労の場合は事業主）が

帰国に要する旅費を負担

するとともに、契約終了

後の出国が円滑になされ

るよう必要な措置を講ず

ることとされていること

に留意すること。 

ロ、ハ （略） 

７ （略） 

六、七 （略） 

 

第五 外国人労働者の雇用状況

の届出 

事業主は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五 外国人労働者の雇用状況

の届出 

事業主は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、七 （略） 

 

第五 外国人労働者の雇用状況

の届出 

事業主は、 

 

た、技能実習生について

は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰国事由が自己都合によ

る場合も含め、監理団体

（企業単独型技能実習の

場合は事業主）が 

 

 

帰国に要する旅費を負担

するとともに、契約終了

後の出国が円滑になされ

るよう必要な措置を講ず

ることとされていること

に留意すること。 

ロ、ハ （略） 

７ （略） 

六、七 （略） 

 

第五 外国人労働者の雇用状況

の届出 

事業主は、労働施策の総合

的な推進並びに労働者の雇用
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法第二十八条第一項の規定に

基づき、新たに外国人労働者

を雇い入れた場合又はその雇

用する外国人労働者が離職し

た場合には、当該外国人労働

者の氏名、在留資格、在留期

間等の一に掲げる事項につい

て、二に掲げる方法により確

認し、三に掲げる方法及び期

限に従って、当該事項を当該

事業主の事業所の所在地を管

轄する公共職業安定所の長に

届け出ること。同項の規定に

よる届出をせず、又は虚偽の

届出をした場合には、法第五

十条の罰則が適用され得るこ

とに留意すること。なお、在

留カードにより確認を行う場

合は、当該外国人労働者の同

意を得た上で、出入国在留管

理庁が提供する在留カード等

読取アプリケーションを使用

して取得した当該外国人労働

者の在留カードに組み込まれ

た半導体集積回路に記録され

た情報と、当該在留カードの

券面の記載を照合させること

が適切である。また、確認に

当たっての留意事項は、四の

 

法第二十八条第一項の規定に

基づき、新たに外国人労働者

を雇い入れた場合又はその雇

用する外国人労働者が離職し

た場合には、当該外国人労働

者の氏名、在留資格、在留期

間等の一に掲げる事項につい

て、二に掲げる方法により確

認し、三に掲げる方法及び期

限に従って、当該事項を当該

事業主の事業所の所在地を管

轄する公共職業安定所の長に

届け出ること。同項の規定に

よる届出をせず、又は虚偽の

届出をした場合には、法第五

十条の罰則が適用され得るこ

とに留意すること。なお、在

留カードにより確認を行う場

合は、当該外国人労働者の同

意を得た上で、出入国在留管

理庁が提供する在留カード等

読取アプリケーションを使用

して取得した当該外国人労働

者の在留カードに組み込まれ

た半導体集積回路に記録され

た情報と、当該在留カードの

券面の記載を照合させること 

が適切である。また、確認に

当たっての留意事項は、四の

 

法第二十八条第一項の規定に

基づき、新たに外国人労働者

を雇い入れた場合又はその雇

用する外国人労働者が離職し

た場合には、当該外国人労働

者の氏名、在留資格、在留期

間等の一に掲げる事項につい

て、二に掲げる方法により確

認し、三に掲げる方法及び期

限に従って、当該事項を当該

事業主の事業所の所在地を管

轄する公共職業安定所の長に

届け出ること。同項の規定に

よる届出をせず、又は虚偽の

届出をした場合には、法第四

十条の罰則が適用され得るこ

とに留意すること。なお、在

留カードにより確認を行う場

合は、当該外国人労働者の同

意を得た上で、出入国在留管

理庁が提供する在留カード等

読取アプリケーションを使用

して取得した当該外国人労働

者の在留カードに組み込まれ

た半導体集積回路に記録され

た情報と、当該在留カードの

券面の記載を照合させること

が適切である。また、確認に

当たっての留意事項は、四の

の安定及び職業生活の充実等

に関する法律第二十八条第一

項の規定に基づき、新たに外

国人労働者を雇い入れた場合

又はその雇用する外国人労働

者が離職した場合には、当該

外国人労働者の氏名、在留資

格、在留期間等の一に掲げる

事項について、二に掲げる方

法により確認し、三に掲げる

方法及び期限に従って、当該

事項を当該事業主の事業所の

所在地を管轄する公共職業安

定所の長に届け出ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、確認に当たっての留意

事項は、四のとおりとするこ
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とおりとすること。 

一 確認し、届け出るべき事項 

イ 雇用保険被保険者資格 

を有する外国人労働者につ

いて 

氏名、在留資格（資格外

活動の許可を受けて就労す

る者を雇い入れる場合にあ

っては当該許可の有無 

   （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、在留期間、生年月日、性

別、国籍の属する国又は出

とおりとすること。 

一～四 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とおりとすること。 

一 確認し、届け出るべき事項 

イ 雇用保険被保険者資格 

を有する外国人労働者につ

いて 

氏名、在留資格（資格外

活動の許可を受けて就労す

る者を雇い入れる場合にあ

っては当該許可の有無、特

定技能の在留資格をもって

在留する者を雇い入れる場

合又は特定技能の在留資格

をもって在留する者が離職

した場合にあっては法務大

臣が当該外国人について指

定する特定産業分野（出入

国管理及び難民認定法別表

第一の二の表の特定技能の

項の下欄第一号に規定する

特定産業分野をいう。二の

ハにおいて同じ。）、特定活

動の在留資格をもって在留

する者を雇い入れる場合又

は特定活動の在留資格をも

って在留する者が離職した

場合にあっては法務大臣が

当該外国人について特に指

定する活動を含む。ロにお

いて同じ。）、在留期間、生

年月日、性別、国籍の属す

と。 

一 確認し、届け出るべき事項 

イ 雇用保険被保険者資格を

有する外国人労働者につい

て 

氏名、在留資格（資格外

活動の許可を受けて就労す

る者を雇い入れる場合にあ

っては当該許可の有無、特

定技能の在留資格をもって

在留する者を雇い入れる場

合又は特定技能の在留資格

をもって在留する者が離職

した場合にあっては法務大

臣が当該外国人について指

定する特定産業分野（出入

国管理及び難民認定法別表

第一の二の表の特定技能の

項の下欄第一号に規定する

特定産業分野をいう。二の

ハにおいて同じ。）、特定活

動の在留資格をもって在留

する者を雇い入れる場合又

は特定活動の在留資格をも

って在留する者が離職した

場合にあっては法務大臣が

当該外国人について特に指

定する活動を含む。ロにお

いて同じ。）、在留期間、生

年月日、性別、国籍の属す
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入国管理及び難民認定法第

二条第五号ロに規定する地

域（以下「国籍・地域」と

いう。）のほか、職種、賃金、

住所等の雇用保険被保険者

資格取得届又は雇用保険被

保険者資格喪失届に記載す

べき当該外国人の雇用状況

等に関する事項（同法第十

九条の三に規定する中長期

在留者（以下このイ及びロ

において「中長期在留者」

という。）を雇い入れる場合

又は中長期在留者が離職し

た場合にあっては、これら

に加えて、同法第十九条の

四第一項第四号の在留カー

ドの番号（ロにおいて「在

留カードの番号」という。）） 

ロ （略） 

二 確認の方法 

イ ロに該当する者以外の 

外国人労働者について 

当該外国人労働者の在留

カード（在留カードを所持

しない者にあっては、旅券

又は在留資格証明書）の提

示を求め、届け出るべき事

項を確認する方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る国又は同法第二条第五号

ロに規定する地域（以下「国

籍・地域」という。）のほか、

職種、賃金、住所等の雇用

保険被保険者資格取得届又

は雇用保険被保険者資格喪

失届に記載すべき当該外国

人の雇用状況等に関する事

項（同法第十九条の三に規

定する中長期在留者（以下

このイ及びロにおいて「中

長期在留者」という。）を雇

い入れる場合又は中長期在

留者が離職した場合にあっ

ては、これらに加えて、同

法第十九条の四第一項第四

号の在留カードの番号（ロ

において「在留カードの番

号」という。）） 

ロ （略） 

二 確認の方法 

イ～二 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

る国又は同法第二条第五号

ロに規定する地域（以下「国

籍・地域」という。）のほか、

職種、賃金、住所等の雇用

保険被保険者資格取得届又

は雇用保険被保険者資格喪

失届に記載すべき当該外国

人の雇用状況等に関する事

項（同法第十九条の三に規

定する中長期在留者（以下

このイ及びロにおいて「中

長期在留者」という。）を雇

い入れる場合又は中長期在

留者が離職した場合にあっ

ては、これらに加えて、同

法第十九条の四第一項第五

号の在留カードの番号（ロ

において「在留カードの番

号」という。）） 

ロ （略） 

二 確認の方法 

イ ロからニまでに該当する

者以外の外国人労働者につ

いて 

当該外国人労働者の在留

カード（在留カードを所持

しない者にあっては、旅券

又は在留資格証明書）の提

示を求め、届け出るべき事

項を確認する方法 
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ロ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三・四 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 届出の方法・期限 

イ （略） 

ロ 雇用保険被保険者資格 

を有さない外国人労働者に

ついて 

雇入れに係る届出、離職

に係る届出ともに、雇入れ

又は離職した日の属する月

の翌月の末日までに、労働

施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職

ロ （略） 

ハ 特定技能の在留資格をも

って在留する者について 

当該外国人労働者の在留

カード及び特定産業分野を

記載した指定書の提示を求

め、届け出るべき事項を確

認する方法 

ニ 特定活動の在留資格を 

もって在留する者について 

当該外国人労働者の在留

カード（在留カードを所持

しない者にあっては、旅券

又は在留資格証明書）及び

法務大臣が当該外国人につ

いて特に指定する活動を記

載した指定書の提示を求

め、届け出るべき事項を確

認する方法 

三 届出の方法・期限 

イ （略） 

ロ 雇用保険被保険者資格を

有さない外国人労働者につ

いて 

雇入れに係る届出、離職

に係る届出ともに、雇入れ

又は離職した日の属する月

の翌月の末日までに、労働

施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職
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第六 （略） 

 

第七 外国人労働者の在留資格

に応じて講ずべき必要な措

置 

一 （略） 

二 育成就労外国人に関する

事項 

  育成就労の在留資格をも

って在留する者について

は、第四から第六までに掲

げるところによるものとす

るほか、事業主は、育成就

労法、外国人の育成就労の

適正な実施及び育成就労外

国人の保護に関する法律施

行規則（令和七年法務省・

厚生労働省令第四号）、特定

技能の在留資格に係る制度

の運用に関する基本方針及

び育成就労の適正な実施及

び育成就労外国人の保護に

 

 

 

 

 

 

 

 

第六 （略） 

 

第七 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業生活の充実等に関する法

律施行規則（昭和四十一年

労働省令第二十三号）様式

第三号に必要事項を記載の

上、届け出ること。 

 

四 （略） 

 

第六 （略） 

 

第七 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業生活の充実等に関する法

律施行規則（昭和四十一年

労働省令第二十三号）様式

第三号（以下「様式第三号」

という。）に必要事項を記載

の上、届け出ること。 

四 （略） 

 

第六 （略） 

 

第七 外国人労働者の在留資格

に応じて講ずべき必要な措

置 

一 （略） 

二 技能実習生に関する事項 

技能実習生については、外国

人労働者に含まれるものであ

ることから、第四から第六ま

でに掲げるところによるもの

とするほか、事業主は、技能

実習の適正な実施及び技能実

習生の保護に関する基本方針

（平成二十九年法務省・厚生

労働省告示第一号）に規定す

る技能実習の適正な実施及び

技能実習生の保護を図るため

の施策に関する事項等の内容

に留意し、技能実習生に対し

実効ある技能等の修得が図ら

れるように取り組むこと。 
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関する基本方針（令和七年

三月十一日閣議決定）並び

に特定技能の在留資格に係

る制度の運用に関する方針

及び育成就労に係る制度の

運用に関する方針及び特定

技能の在留資格に係る制度

の運用に関する方針（令和

八年一月二十三日閣議決

定）に規定する内容に留意

し、育成就労の適正な実施

及び育成就労外国人の保護

に取り組むこと。特に育成

就労外国人が目標とする技

能及び日本語の能力を習得

できるよう取り組むこと、

送出機関が二国間取決めを

結んでいる国又は地域の公

的機関から推薦を受けてい

る機関に限られていること

などに留意すること、育成

就労外国人が送出機関に支

払う費用が不当に高額とな

らないこと、育成就労外国

人に対して転籍制限につい

て説明を行うことなどを徹

底すること。 

三、四 （略） 

 

第八 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、四 （略） 

 

第八 （略） 
 


